
裁　　決　　書

審査請求人

那須

………………　　　 ，|

処分庁
那須塩原市共墾社108 番地２
那須塩原市福祉事務所長 三森　忠一

上記審査請求人から平成20 年７月17 日付けで提起のあった上記処分庁の保護開始申請
却下処分に対する審査請求について、次のとおり裁決します。

主 文

本件審査請求に係る処分庁がした保護開始申請却下処分は、これを取り消す。

理 由

卜 事レ 実　　　　　　 △　　　 卜　　　　　　　　　　　　　　　　 犬

審 査 請 求人 （以 下 「請 求人 」 とい う。） は、 平 成20 年 ６月」2 日付 け で処 分 庁 に対 し、

生 活 保 護 法（昭 和25 年 法 律 第144-t 。以 下 「法」とい う 。）に基 づ く 保護 の申 請 を した。ヽ

処 分 庁 は、 平 成20 年 ７ 月1! 日付 け那 塩社 第23! 号 で、請求 人 に対 し、 法 に 基づ く保

護 開始 申 請 却下 処 分 （以 下 、「本件 処 分」 とい う。）卜を 行 い、法第24 条 第 １項 の規 定 に よ

り請 求 人 に通 知 した 。本 件 処 分に 係 る通 知 書 中 、本 件 処 分の理 由 の欄 に は、「資 産や 能力

の活 用 は 、 国 民各 個人 が誰 で も行う 生 活 努 力 で あ り 、 個人は まず 生 き る た め に、 現在 保

有 して い る 資 産 （預 貯 金等 ） を活 用 して 生 活 の 確 保 に 努め るな ど、 自ら が で 孝る限 りの

最 善 を つ く し、=生 活 水 準 の低 下 を防 ぐた め の 努 力 を す べきであ り、 成 り 行 き に まかせ て

ギ ャ ンブ ル に よ る 浪 費 に よ 叭 生 活 水 準 を 低 下 さ せ た ことは容 認 で き ない た め、 申請 を

却 下 しま す。」 と の記 載 があ ったＯ　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　Ｉ　　・

２　審査請求の趣旨及び理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ∇

本件処分を取り消す、との裁決を求める。

審査請求の理由は、要するに次のとおりであり、請求人はこの点から本件処分を不当
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であると主張しているものと解される。　　　　　へ

姉が亡くなった時の資産が少しばかりあったが、病弱で借金生活をしていたため、そ

の返済に充てた。貯金もとりくずしており、生活に困窮している。

３　処分庁の主張及びその理由

本件処分に対する審査請求はこれを棄却するとの裁決を求める。

請求人は、日光市で同居していた内縁の夫（以下「内縁者」という。）と関係を解消し

単身引っ越してきたが、わずかな年金収入のみでは生活しTていけないとして保護の申請

となづた。 ‥ フ
ところが請求人は、将来的に収入の見込みがないのをわかっていながら、貴重な資産

席
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を 成 り 行 き に ま か せ て パ チ ン コ で 浪 費 し 、 自 ら 生 活 水 準 を 低 下 さ せ て し ま っ た 。 借 金 を

●　　　●　　・　　　　　　　　　 ■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ返 し た り 、 預 貯 金 を 取 り 崩 し た り し て 生 活 し て い る 人 が 、･貴 重 な 生 活 費 を パ チ ン コ で 浪

費 し で し ま う こ と 自 体 矛 盾 し て い る 。　　　　　　　　 卜

∧ 請 求 人 に は 生 活 保 護 受 給 歴 が あ り 、 資 産 を 最 低 限 度 の 生 活 の 維 持 の た め に 活 用 さ ぜ な

Ｉ　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ ●･　　　　　　　●け れ ぱ な ら な い こ と は わ か っ て い た は ず で あ る 。 に も か か わ ら ず 、 預 貯 金 が 底 を つ く ま

・　　　　　　　-■　　　　　　　¶･　　　　　　　　　　　 ●　　　　●　　　　　　　　　　。　　　　　 －で 危 機 感 を 持 た ず 、jパ チ ン コ 店 に 出 入 り し て い た 背 景 に は 、 資 産 が な く な れ ば 内 縁 者 或

い は 生 活 保 護 に 頼 れ ば い い と い う 考 え が あ っ た の で は な い か と 想 像 す る こ と も で き る 。匸

ま た 、
ぺ
内 縁 者 に つ い て も 、 申 請 時 の 同 席 及 び 審 査 請 求 手 続 き 時 の 関 わ り万と 言 い 、白 経 済

的 に も 精 神 的 に も 援 助 し て お り 、 実 質 的 に 内 縁 関 係 が 解 消 さ れ て い る と は 思 え な い 。

●　’　　　　　　　丁●　　　　｜　　・　　　　　　　 ●･　　　　　　　　　　　・　　　一
卜 仮 に 生 活 保 護 を 受 け た と し て も 、 パ チ ン コ は 生 活 費 の 一 部 分 あ!る と 言 う 請 求 人 に は レ

’ 計 画 的 な 家 計 の や り 繰 り が で き る と は 思 え ず 、 そ れ な ら ば 無 理 に 内 縁 関 係 を 解 消 せ ず 、

監 視 で き る 人 と 暮 ら し た 方 が 安 定 し た 生 活 を し て い く こ と が で き る の で は な い か と 考 え

る ．　　　　　　　　　　　 ∇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よ　・･．　・　・・　　･･．

４　当庁の認定事実及び判断　　　　　　　　 ）

（1） 認定事実。　　 卜　　　　　 ‥

調査したところ、次の事実が認められた。

ア　請求人及び内縁者は､､約15 年間√生活を共にしている。

イ　請求人及び内縁者は、平成13 年５月16 日から平成14 年２月１日まで旧西那須野

町において、同一世帯として生活保護を受給していた。

ウ　請求人及び内縁者は、平成20 年３月末に世帯主を内縁者、’請求人を同居人として

管轄事務所である日光市福祉事務所へ保護開始申請をした。しかし、内縁者が自動

車を所有していることから、内縁者は√保護開始申請を取り下げた。

エ 。請求人は、内縁者と共に日光市に住んでいだが内縁関係を解消し、那須塩原市内
・　　　　　・　　　　I･　　　　　　　　・　　I

でアパートをみつけ、平成20 年５月26 日に移転したO
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オ　請求人の生活が困窮したため、請求人及び内縁者は、平成20 年６月３日に那須塩

原市西那須野支所に出向き、生活保護の相談をした。

。カ　処分庁の職員が、平成20 年６月12 日に請求人宅を訪問し、内縁者同席のもと、

保護開始申請書を受理した。この際、内縁者から「生活保護が受けられなければア

パートを解約し、日光に戻ることも考える」との発言があった√

キ　当庁は、平成20 年８月11 日に弁明書を請求人あて発送したところ、「あて所に尋

ねあたりません」として返戻となった。このため、当庁は、平成20 年８月14 日に

請求人の携帯電話に連絡したところ、現在昿日光市に内縁者と共に居住している旨

の発言が請求人からなされた。

（2） 判　断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 十

．　　　　 法第２条には「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律によ
く
毆ﾌ

る蓆謾jを、/無差錮平等に受けることができ毟 」洫規定されている。ことでいう「無差回 耳卜
加し平執と」臨 、保護の受給血格においヽ乙 保11を唇する状態に立ち至うiだ原因め如

/1
距ﾉ

何（衲えぱ、病砿 傷害√災害ﾚ 隹帯主の衰亡、戻罘等）や、人襌、信毟 ＼性別、ｊ

|

…… …… ‥ … … … … … …
’会的身分、門地等により優先的又は差別的に取り扱われることはないという趣旨であ

る ふ　　　 づ　　　　　 ミ　　　　　　　　　　 ト　　　　 ご

本 件 に つ い て こ れ を み る と 、 処 分 庁 は 、 請 求 人 が 預 貯 金 を 成 り 行 き に ま か せ て ギ ャ

ｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ
ンブ ル で 浪 費 し 生 活 水 準 を 低 下 さ せ た ご と に づ い て 容 認1で き な い た め 保 護 開 始 申 請 を

ー　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　●　　Ｉ　　■　　　　　　　　　　　　　　　 ●
却 下 し た も め で あ り 、 保 護 を 要 す る 状 態 に 立 ち 至 っ た 原 因 を 直 接･の 理 由 と し て 本 件 処

分 を し て お りﾉ、 法 の 趣 旨 に 反 し て い る ． （　　･.･.･ ・　　. ・　　.･

以 上 、 本 件 処 分 を 違 法 又 は 不 当 と す る 請 求 人 の 主 張 に は 理 由 が あ る ン　 ニ　　 ミ

よ っ て 、 主 文 の と お り 裁 決 す る’。　　　　　　　I.　　　　　　　　 ∇

平成２０年９月２日

栃木県知事　　福　田　　富

（付記）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔ

なお、処分庁は、「また、内縁者についても、申請時の同席及び審査請求手続き暸の関わ

りと言い、経済的にも精神的にも援助しており、実質的に内縁関係が解消されているとは

思えない。」旨主張しているが、当庁の認定事実においても、請求人に係る世帯の認定につ

いて疑義が生じているため、再調査をし、世帯単位で保護の要否判定を行うことが必要で
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あると思料される。

(教示)犬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 レ

この裁決に不服があるときは、この裁決があったごとを知っ･た日の翌日から起算して30

日以内に、厚生労働大臣に対し再審査請求をすることができます( なお√裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して30 日以内であっても、裁決があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると再審査請求をすることができなくなります。)。

また、この裁決については、=こめ裁決があったことを知った日の豈日から起算して６か
月以内に、この裁決の前提となる決定をした市を被告として( 訴訟において市を代表する

｡μ市長となります。)決定の取消しの訴えを、あるいは県を被告として( 訴訟において県
I
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゛ 声 昨 夕 蝉 ず) 仆 亠 皿 丱 声 ゛ﾔ ９ 轣 ゛ 汐
石 印( 夲

グ`。－　、裁決があったことを知った日‘の翌日から起算して６か月以内であっても、裁決があっ

]|

面 豐n ヵ、J起算ｔ嫋 年４ 迦j と 亠ｙ ﾀ裁゙決。取消し) えｕ 起ｎ ｌ とヵ、

ｊ　　・きなくなります。)。　　　　　　　　　　＼　コ　　　十　　　卜　　　　 ／　……
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